
亀山市建築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。  

令 和 元 年 ６ 月 ２ １ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 規 則 第 ７ 号  

 

   亀 山 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

  

 亀 山 市 建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 平 成 ２ ６ 年 亀 山 市 規 則 第 ７ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ８ 条 第 １ 項 中 「 第 ８ ７ 条 の ２ 」 を 「 第 ８ ７ 条 の ４ 」 に 改 め る 。  

 第 ２ ０ 条 の 見 出 し 中 「 仮 設 建 築 物 」 を 「 仮 設 建 築 物 等 」 に 改 め 、

同 条 中 「 第 ８ ５ 条 第 ３ 項 又 は 第 ５ 項 」 を 「 第 ８ ５ 条 第 ３ 項 若 し く は

第 ５ 項 又 は 法 第 ８ ７ 条 の ３ 第 ３ 項 若 し く は 第 ５ 項 」 に 改 め る 。  

 第 ２ ２ 条 の 見 出 し 中 「 全 体 計 画 認 定 」 を 「 全 体 計 画 認 定 等 」 に 改

め 、 同 条 中 「 第 ８ ６ 条 の ８ 第 １ 項 」 の 次 に 「 若 し く は 法 第 ８ ７ 条 の

２ 第 １ 項 」 を 、 「 全 体 計 画 認 定 」 の 次 に 「 又 は 法 第 ８ ６ 条 の ８ 第 ３

項 （ 法 第 ８ ７ 条 の ２ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 全 体

計 画 変 更 認 定 」 を 加 え る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 ６ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  


